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鎌
倉
市
雪
の
下
に
鎮
座
す
る
鶴
岡
八
幡
宮
（
以
下
八
幡
宮
と
略

す
）
は
、
今
を
遡
る
こ
と
九
百
三
十
年
、
康
平
六
年
（
一
○
六
一
一
一
）

八
月
、
源
頼
義
が
、
陸
奥
の
安
倍
貞
任
征
伐
の
祈
願
成
就
に
よ
り
、

京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
を
密
か
に
由
比
郷
に
勧
請
し
た
こ
と
に
始
ま

（
１
）

ろ
。
そ
の
後
、
氷
保
元
年
（
一
○
八
一
）
二
月
、
源
義
家
に
よ
っ
て
修

復
が
加
え
ら
れ
た
が
、
治
承
四
年
（
二
八
○
）
十
月
十
二
日
、
源

頼
朝
は
、
祖
先
を
崇
拝
す
る
た
め
小
林
郷
の
北
山
に
宮
廟
を
構
え
、

（
２
）

由
比
郷
に
あ
っ
た
八
幡
宮
を
こ
こ
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
建

久
二
年
（
一
一
九
一
）
十
一
一
月
一
一
十
一
日
に
は
、
去
る
三
月
に
起
き

た
火
災
の
復
興
が
叶
い
、
頼
朝
は
本
官
を
始
め
若
宮
・
末
社
な
ど
を

（
３
）

遷
し
、
新
た
な
八
幡
宮
を
創
建
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
八
幡
宮
は
本

は
じ
め
に

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割

格
的
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
八
幡
宮
に
は
、
草
創
以
来
、
明
治
時
代
の
初
め

に
神
仏
分
離
が
為
さ
れ
る
ま
で
、
別
当
を
初
め
供
僧
・
神
主
・
小
別

当
・
巫
女
・
職
掌
・
宮
人
・
承
仕
等
、
多
く
の
人
々
が
奉
仕
し
て
い

（
４
）

た
。
こ
の
中
で
、
別
当
に
次
ぐ
供
僧
は
、
八
幡
宮
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
供
僧
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
『
官
職
要
解
」

に
「
グ
ソ
ウ
と
よ
む
。
本
尊
に
供
奉
す
る
憎
の
こ
と
で
、
供
奉
僧
の

略
称
で
あ
ろ
う
。
（
略
）
ま
た
、
諸
社
の
神
官
寺
を
預
ろ
社
僧
の
こ

（
５
）

と
を
も
供
僧
と
い
い
、
官
僧
と
も
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、

本
稿
で
取
り
上
げ
る
供
僧
に
つ
い
て
は
前
者
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し

て
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
は
、
二
十
五
坊
供
僧
。
脇
堂
供
僧
・
両
界

壇
所
供
僧
か
ら
成
り
、
彼
ら
は
八
幡
宮
か
ら
料
所
（
所
領
）
を
与
え

ら
れ
て
い
た
。
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二
十
五
坊
供
僧
に
つ
い
て
は
、
本
官
北
の
巨
福
呂
坂
に
さ
し
か
か

る
手
前
右
手
に
、
二
十
五
坊
跡
碑
が
立
っ
て
い
る
。
坊
と
は
供
僧
の

住
居
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺

（
６
）

供
僧
次
第
』
（
以
下
『
供
僧
次
第
」
と
略
す
）
に
、
北
谷
・
南
谷
・

東
谷
・
西
谷
・
西
石
橋
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
官
北
に
あ
る
丘
陵
地

に
そ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
っ
て
、
二
十
五
の
坊
が
構
え
ら
れ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
二
十
五
坊
供
僧
は
そ
れ
ぞ
れ
の
坊

に
住
み
、
法
会
な
ど
事
あ
る
ご
と
に
八
幡
宮
に
出
仕
し
た
も
の
と
い

え
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
八
幡
宮
の
供
僧
が
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し

て
成
立
し
た
か
、
ま
た
彼
ら
が
八
幡
宮
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
た
か
、
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
、
中
世
前
期
（
鎌
倉
時

代
）
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

八
幡
宮
に
お
い
て
初
め
て
供
僧
が
置
か
れ
た
の
は
、
治
承
四
年

（
一
一
八
○
）
十
一
月
十
三
日
で
あ
り
、
供
僧
は
重
桁
で
あ
っ
た
。

『
供
僧
次
第
』
善
松
坊
重
桁
の
項
に
、

治承四年號十〔鮨刈十三Ｉ供僧御判賜補任者、文治一一ｌ
正
’
十
九
ｌ
右
大
家
直
依
仰
別
当
円
暁
被
補
之
云
々
、
毎
度
直

御
判
数
通
給
之
、
文
治
二
鞆
八
ｌ
什
二
ｌ
北
深
沢
御
判
給
之
、

法
政
史
学
第
四
十
五
号

供
僧
の
成
立

但
最
初
別
当
宮
法
眼
御
房
同
道
下
向
一
三
、

と
あ
り
、
同
一
房
の
最
初
に
「
当
社
最
初
供
僧
」
と
あ
る
。
「
最
初
別

当
宮
法
眼
」
と
は
円
暁
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
鎌
倉
へ
の
下
向
は
、

（
７
）

寿
永
一
兀
年
（
一
一
八
一
一
）
九
月
二
十
日
で
あ
る
か
ら
、
重
桁
の
下
向

も
こ
の
時
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
重
桁
は
、
治
承
四
年
十
一
月
十

三
日
に
頼
朝
よ
り
供
僧
職
を
賜
わ
り
、
八
幡
宮
一
番
供
僧
と
し
て
下

向
し
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
供
僧
と
な
っ
た
の
は
勝
円
で
あ
っ
た
。

彼
も
や
は
り
鎌
倉
に
下
向
し
た
供
僧
で
あ
り
、
『
供
僧
次
第
』
蓮
華
坊

勝
円
の
項
に
「
頼
朝
直
契
言
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
何
ら
か
の
理

由
で
鎌
倉
に
来
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
正
式
な
下
向
は

こ
れ
以
降
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
項
に
「
当
社
二
番
供

僧
」
と
あ
る
が
、
一
番
供
僧
の
重
桁
と
同
じ
治
承
四
年
十
一
月
十
三

日
に
供
僧
職
を
賜
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
一
番
二
番
の
差
は
な
い
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
頼
朝
は
八
幡
宮
に
お
け
る
最
初
の
供
僧
を
、

供
僧
職
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
京
都
か
ら
招
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
治
承
四
年
中
に
良
喜
、
定
兼
、
尊
念
、
仲
円
、
良
成（
８
）

が
、
養
和
一
兀
年
（
一
一
八
一
）
に
は
、
円
信
が
供
僧
職
を
与
え
ら
れ

八
幡
宮
の
供
僧
と
な
っ
た
。
特
に
定
兼
は
、
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年

十
二
月
四
日
条
に
、

四
日
壬
午
、
阿
闇
梨
定
兼
依
レ
召
、
自
―
―
上
総
国
一
参
．
上
鎌
倉
『

是
去
安
元
々
年
四
年
什
六
日
当
国
流
人
也
、
而
有
二
知
法
之
聞
『

五
○
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当
時
鎌
倉
中
無
二
可
し
然
碩
徳
一
之
間
、
仰
二
広
常
一
所
し
被
二
召
出
一

也
、
今
日
、
則
被
〉
補
二
鶴
岡
供
僧
職
一
一
三
、

と
あ
る
よ
う
に
、
流
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
有
二
知
法
之

聞
一
」
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
罪
を
許
さ
れ
、
八
幡
宮
の
供
僧
と
し
て

（
９
）

呼
び
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
供
僧
は
、
頼
朝
か
ら
八
幡
宮
の
供
僧
職
を

賜
わ
り
鎌
倉
に
下
向
（
定
兼
は
上
総
国
か
ら
鎌
倉
に
参
上
）
し
た
供

僧
で
あ
り
、
頼
朝
か
ら
招
請
さ
れ
た
供
僧
で
あ
っ
た
。
頼
朝
が
彼
ら

を
招
請
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
先
の
『
吾
妻
鏡
」
治
承
四
年
十
二

月
四
日
条
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
鎌
倉
に
は
八
幡
宮
の
供
僧
に
な
る

べ
き
碩
徳
の
者
が
い
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

以
降
、
八
幡
宮
の
供
僧
は
漸
次
増
や
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

（
、
）

建
久
一
一
年
（
一
一
九
一
）
十
一
月
二
十
一
一
日
の
源
頼
朝
寄
進
状
に
、

奉
寄鶴
岳
八
幡
宮
寺
什
五
口
重
桁
法
印
供
米
相
模
国
村
岡
郷
内
井

富
塚
内
田
畠
屋
敷

合
七
町
伍
反
者
、

右
、
為
長
日
不
断
本
地
供
料
、
所
寄
進
之
状
如
件
、

（
頼
朝
）

建
久
二
年
十
一
月
廿
二
日

（
花
押
）

と
あ
り
、
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
（
一
一
九
一
一
）
七
月
二
十
一
一
一

日
条
に
は
、
「
為
一
一
御
台
所
御
願
「
鶴
岡
供
僧
什
五
口
」
と
あ
る
よ
う

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

に
、
建
久
一
一
、
三
年
頃
に
は
一
一
十
五
人
の
供
僧
が
置
か
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
八
幡
宮
に
は
、
鶴
岡
供
僧
二
十
五
口
と
密
接
な
関
連
の
あ

る
、
二
十
五
坊
供
僧
と
呼
ば
れ
る
供
僧
が
存
在
し
た
。
こ
の
二
十
五

坊
供
僧
に
つ
い
て
、
『
吾
妻
鏡
』
や
『
供
僧
次
第
』
を
も
と
に
、
各

（
、
）

坊
に
お
け
る
初
代
供
僧
を
補
任
期
日
順
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
１
で

あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
表
か
ら
、
二
十
五
坊
供
僧
は
、
養
和
元
年
十
月

十
六
日
に
行
男
が
慈
月
坊
の
初
代
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま

り
、
寂
静
坊
盛
慶
の
補
任
が
不
詳
で
は
あ
る
が
、
建
保
五
年
（
一
二

一
七
）
七
月
二
十
日
に
円
信
が
座
心
坊
の
初
代
供
僧
に
補
任
さ
れ
た

こ
と
で
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寂
静
坊
の
盛
慶
は
、
『
供
僧
次

第
』
に
よ
れ
ば
、
貞
応
二
年
（
一
一
一
二
三
）
十
一
一
月
十
九
日
に
執
行

職
に
補
任
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
寂
静
坊

供
僧
に
補
任
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
頼
朝
か
ら
供
僧
職
を

賜
わ
る
こ
と
と
、
補
任
さ
れ
る
こ
と
は
別
の
こ
と
だ
と
い
う
点
で
あ

る
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
供
僧
職
を
賜
わ
る
こ
と
は
、
八
幡
宮

の
供
僧
に
楠
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
補
任
は
そ
の
後
改
め
て
二
十
五

坊
供
僧
に
任
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
八
幡
宮
に
は
、
建
久

一
一
、
三
年
頃
ま
で
に
二
十
五
人
の
供
僧
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
先

に
述
べ
た
。
し
か
し
二
十
五
坊
の
初
代
供
僧
の
中
で
、
最
後
に
補
任

五
一

Hosei University RepositoryHosei University Repository



表
１
八
幡
宮
二
十
五
坊
初
代
供
僧
補
任
一
覧

順
一
坊
名
一
初
代
供
僧
一
補
任
期
日
一
補
任
者
一
典
拠

２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１ 法
政
史
学
第
四
十
五
号

寂座悉南円仏花南静林文永宝頓実密永真安乗智善蓮千慈
静心覚蔵乗乗光禅慮東恵乗蔵学円乗厳智楽蓮覚松華南月
坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊坊

盛円仲良顕忠尊良良行永良義良猷朝定隆重良真重勝定行

慶信円成信尊念智祐耀秀稔慶喜弁豪豪宣慶弁弁桁円暁勇

治
承
五
年
十
月
十
六
日

元
暦
元
年
五
月
十
八
日

文
治
元
年
十
一
月
十
日

〃
二
年
一
月
十
九
日

〃
四
年
八
月
十
二
日

〃
五
年
六
月
一
一
十
三
日

建
久
元
年
八
月

〃
二
年
二
月

〃
二
年
三
月
一
一
一
日

〃
一
一
年
三
月
十
六
日

〃
三
年
四
月
五
日

〃
三
年
七
月
二
十
日

〃
三
年
八
月
十
一
日

〃
五
年

〃
七
年
三
月
十
八
日

建
久
八
年
十
一
月
以
前

正
治
元
年
二
月
五
日

〃
二
年
三
月
七
日

〃
二
年
十
二
月
二
十
日

建
暦
三
年
四
月
十
八
日

建
保
二
年
三
月
十
五
日

〃
五
年
七
月
二
十
日

貞
応
二
年
以
前

※※※※※※※

頼頼 頼円 頼円円
暁
／￣、

頓’ノノノ’ノ
朝
代

朝晩一

頓

円
暁
（
頼
朝
代
）

定

（
不

円
暁

〃

尊
暁
（
頼
家
代
）

定
暁

ノ

朝
朝？

詳暁
～？ 朝暁 朝

『
供
僧
次
第
』

〃７

ノノノ ノノノ〃'〃〃"〃〃’ノ〃〃〃〃 ノ

さ
れ
た
座
心
坊
の
円
信
は
、
建
保
五
年
で
あ

る
。
も
し
供
僧
職
を
賜
わ
る
こ
と
と
、
二
十
五

坊
供
僧
へ
の
補
任
と
を
同
一
の
も
の
と
考
え
る

な
ら
ば
、
補
任
期
日
に
関
し
て
大
き
く
矛
盾
す

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
『
供
僧
次
第
』
に
お

い
て
、
表
１
の
※
印
を
付
け
た
七
人
の
供
僧
の

項
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
項
も
供
僧
職
を
賜
わ

る
こ
と
と
補
任
と
が
、
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て

（
血
）

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

※
印
の
七
人
の
糸
な
ら
ず
、
他
の
供
僧
に
つ
い

て
も
い
え
る
こ
と
が
、
次
の
例
か
ら
推
察
で
き

る
。

『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
』
（
以
下
『
社

務
職
次
第
』
と
略
す
）
に
よ
れ
ば
、
円
暁
条
に

「
於
二
当
宮
一
為
二
大
般
若
経
供
養
一
被
し
行
二
大
法

会
一
事
、
文
治
四
年
戊
申
三
月
十
五
日
、
供
養

導
師
義
慶
鮒
舳
一
請
僧
三
十
口
」
と
あ
っ
て
、
文

治
四
年
三
月
十
五
日
の
大
法
会
の
際
に
、
義
慶

が
導
師
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら

に
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
四
年
正
月
八
日
条
に
も

「
心
経
会
也
、
導
師
若
宮
供
僧
義
慶
房
」
と
あ

五
一

一
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り
、
義
慶
が
若
宮
供
僧
と
し
て
導
師
を
務
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
義

慶
が
宝
蔵
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
の
は
建
久
三
年
八
月
十
一
日
で
あ

る
か
ら
、
補
任
以
前
に
す
で
に
八
幡
宮
供
僧
と
し
て
奉
仕
し
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
恐
ら
く
義
慶
も
、
頼
朝
よ
り
招
請
さ
れ
た
供
僧

の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
供
僧
職
を
賜
わ
る
こ
と
と
補
任
と
は
別
の

こ
と
で
あ
り
、
補
任
を
も
っ
て
正
式
に
二
十
五
坊
供
僧
に
任
じ
ら
れ

た
こ
と
が
判
断
で
き
よ
う
。

次
に
、
二
十
五
坊
供
僧
の
補
任
者
に
つ
い
て
は
、
表
１
を
見
る

表
２
脇
堂
初
代
供
僧
補
任
一
覧

神
官
寺
一

〃
一

千
体
堂
一

〃
一

金
銅
薬
師
一

〃
一

尊
勝
仏
一

七
仏
薬
師
一

五
大
堂
一

炎
魔
天
一

北
斗
堂
一

脇
堂
名
称
一
初
代
供
僧
一
補
任
期
日
一
そ
の
他

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

ロロロロロロロロロロ口

（
不
詳
）

頬
暁

良
智

頼
有

定
厳

慶
祐

良
喜

勝
円

頼
賀

定
厳

頼
職

承
元
二
年
十
二
月
十
一
一
日
以
前
か

建
保
元
年
十
二
月
十
八
日

建
暦
三
年
六
月
九
日

建
長
二
年
九
月
一
一
十
二
日
以
降

承
久
三
年
十
二
月
十
五
日

宝
治
六
年
六
月
～
弘
安
六
年
八
月

建
暦
二
年
三
月
十
一
一
日

建
保
六
年
七
月
十
二
日
以
前

弘
安
六
年

弘
安
六
年
頃

７

頓
学
坊
供
僧

蓮
華
坊
供
僧

密
乘
坊
供
僧

（
不
詳
）

林
東
坊
供
僧

南
禅
坊
供
僧

実
円
坊
供
僧円
信
が
三
代
別
当
定
暁
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
当

代
の
別
当
に
よ
っ
て
補
任
が
為
さ
れ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
八
幡
宮
に
は
、
二
十
五
坊
供
僧
の
他
に
、
脇
堂
供
僧

と
呼
ば
れ
る
供
僧
達
が
存
在
し
た
。
脇
堂
供
僧
は
、
神
官
寺
二
口
・

千
体
堂
二
口
・
金
銅
薬
師
二
口
・
尊
勝
仏
一
口
・
七
仏
薬
師
一
口
・

五
大
堂
一
口
・
炎
魔
天
一
口
・
北
斗
堂
一
口
の
十
一
口
か
ら
成
り
立

っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
脇
堂
供
僧
が
、
い
つ
成
立
し
た
の
か
を
正
確

に
知
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
脇
堂
の
初
代
供

僧
の
補
任
な
ど
か
ら
検
討
し
て
承
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

と
、
行
勇
か
ら
真
弁
ま
で
は
頼
朝
に
よ
る
補
任
で
あ
っ
た

が
、
良
弁
の
時
に
頼
朝
の
代
官
と
し
て
円
暁
が
初
め
て
補
任

を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
重
慶
か
ら
永
秀
ま
で
は
頼
朝
と
円
暁

に
よ
っ
て
補
任
が
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

『
供
僧
次
第
』
に
「
補
任
事
者
公
方
之
御
代
官
ト
シ
テ
、
当

代
之
別
当
被
成
者
也
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
善
松
坊
重
賀
の
項

（
建
久
八
年
）

に
、
「
同
八
年
十
一
’
’
１
頼
朝
卿
直
御
判
給
之
、
以
後
公

方
為
御
代
官
、
当
別
当
円
暁
可
成
補
任
由
被
仰
出
者
也
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
建
久
八
年
（
二
九
七
）
十
一
月
一
日
に

至
り
、
別
当
が
公
方
（
将
軍
）
に
代
わ
っ
て
二
十
五
坊
供
僧

を
補
任
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
尊
念
と
忠

尊
が
円
暁
に
、
顕
信
が
二
代
別
当
尊
暁
に
、
良
成
・
仲
円
。

五
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（
旧
）

士
生
ず
、
『
鶴
岡
脇
堂
供
僧
次
第
』
（
以
下
『
脇
堂
供
僧
次
第
』
と
略

す
）
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
初
代
供
僧
と
、
そ
の
補
任
期
日
な
ど

を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
最
初
の
供
僧
と

補
任
期
日
を
見
る
と
、
建
暦
一
一
年
（
一
一
二
一
一
）
一
一
一
月
か
ら
弘
安
六

年
（
一
二
八
一
一
一
）
ま
で
と
、
七
十
年
余
の
年
差
が
あ
る
こ
と
に
気
付

く
。
神
官
寺
は
、
『
社
務
職
次
第
』
・
『
脇
堂
供
僧
次
第
』
に
よ
れ

ば
、
承
元
一
一
年
（
一
一
一
○
八
）
七
月
五
日
に
柱
立
さ
れ
、
同
十
二

月
十
一
一
日
に
導
師
隆
宣
（
真
智
坊
供
僧
）
・
二
十
五
人
の
請
僧
の
も

と
で
、
長
日
供
養
法
や
薬
師
講
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
承
元
三

年
正
月
十
二
日
に
修
正
が
始
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、

『
供
僧
次
第
』
真
智
坊
隆
宣
の
項
に
は
、
「
承
元
二
年
畝
十
一
一
月
十

一
一
当
社
神
官
寺
本
尊
像
奉
渡
移
付
、
同
日
供
養
導
師
勤
之
、
鰍
雌
一
」
と

あ
り
、
導
師
隆
宣
に
よ
る
供
養
が
行
わ
れ
た
際
、
一
和
尚
の
供
僧
が

奉
仕
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
供
僧
が
誰
で
あ
る
か
は
不
詳

で
あ
る
が
、
神
官
寺
供
僧
二
口
の
内
の
一
口
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
と
い
え
る
。
ま
た
、
神
官
寺
の
も
う
一
口
の
初
代
供
僧
は
、
『
脇

堂
供
僧
次
第
』
に
よ
れ
ば
頼
暁
で
あ
り
、
建
保
元
年
（
一
一
二
一
一
一
）

十
一
一
月
十
八
日
の
補
任
と
な
っ
て
い
る
。
千
体
堂
の
初
代
供
僧
は
、

一
口
は
南
蔵
坊
供
僧
の
良
智
で
、
建
暦
一
一
一
年
（
一
一
一
一
三
）
六
月
九

日
に
一
一
一
代
別
当
定
暁
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
も
う
一
口

は
実
円
坊
供
僧
の
頼
有
で
あ
っ
た
。
頼
有
に
つ
い
て
は
、
千
体
堂
供

法
政
史
学
第
四
十
五
号

僧
に
い
つ
補
任
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
建
長
二
年
（
一
二

五
○
）
九
月
二
十
二
日
に
実
円
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
千
体
堂
補
任
は
こ
れ
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
金
銅

薬
師
は
、
一
口
は
定
厳
で
あ
り
、
承
久
三
年
（
一
一
三
一
）
十
二
月

十
五
日
に
補
任
さ
れ
、
他
の
一
口
は
慶
祐
で
あ
っ
た
。
慶
祐
の
補
任

期
日
は
不
詳
で
あ
る
が
、
九
代
別
当
隆
弁
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
六
月
一
一
十
七
日
以
降
、
隆
弁
が

入
滅
し
た
弘
安
六
年
（
一
一
一
八
三
）
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
の
補
任

と
い
え
る
。
尊
勝
仏
は
、
頓
学
坊
供
僧
の
良
喜
が
建
暦
二
年
（
一
二

一
二
）
一
一
一
月
十
二
日
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
七
仏
薬
師
は
、
蓮
華
坊

供
僧
の
勝
円
が
補
任
さ
れ
て
い
る
。
勝
円
が
い
つ
七
仏
薬
師
に
補
任

さ
れ
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
、
『
供
僧
次
第
』
蓮
華
坊
勝
円
及

び
円
定
の
項
か
ら
判
断
す
る
と
、
建
久
五
年
（
二
九
四
）
十
一
月

十
三
日
に
勝
円
が
両
界
壇
所
供
僧
に
補
任
さ
れ
て
以
降
、
建
保
六
年

（
一
二
一
八
）
七
月
十
二
日
に
円
定
に
そ
の
供
僧
職
を
譲
る
ま
で
の

問
で
あ
ろ
う
。
五
大
堂
・
炎
魔
天
・
北
斗
堂
は
、
そ
れ
ぞ
れ
頼
賀
・

定
厳
・
頼
瞼
が
初
代
供
僧
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
十
代
別
当
の
頼
助

に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て
お
り
、
北
斗
堂
頼
聡
の
項
に
、
「
弘
安
六
年

佐
女
目
頼
助
補
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
頼
助
が
別
当
と
な
っ
た
弘
安

六
年
八
月
二
十
四
日
の
直
後
に
補
任
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
脇
堂
供
僧
は
、
承
元
・
建
暦
・
建
保

五
四
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年
間
に
神
官
寺
二
口
・
千
体
堂
一
口
・
尊
勝
仏
一
口
・
七
仏
薬
師
一

口
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
弘
安
年
間
に
五
大
堂
一
口
・
炎
魔
天
一
口
・

北
斗
堂
一
口
が
加
え
ら
れ
た
。
た
だ
、
金
銅
薬
師
一
口
に
つ
い
て

は
、
初
代
供
僧
の
慶
祐
が
、
別
当
隆
弁
の
時
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が

判
明
し
て
い
る
の
承
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
設
置
は
宝
治
六
年
か

ら
弘
安
六
年
の
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
脇

堂
供
僧
十
一
口
は
、
弘
安
六
年
に
成
立
を
ふ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
方
、
脇
堂
供
僧
は
、
本
来
二
十
五
坊
供
僧
が
兼
帯
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
を
根
本
脇
堂
供
僧
と
い
っ
た
。
し
か
し
「
脇
堂
供
僧
次

第
』
に
「
根
本
脇
堂
供
僧
本
地
供
衆
座
不
冷
大
乗
経
衆
加
人
数
事
、
根

本
脇
堂
供
僧
者
、
当
社
供
僧
兼
帯
也
、
其
後
或
令
譲
分
、
或
以
關
補

別
人
処
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
金
銅
薬
師
が
置
か
れ
る
頃
に
な
る
と
、

定
厳
の
よ
う
な
二
十
五
坊
以
外
の
供
僧
も
「
或
令
讓
、
或
被
關
補
別

人
」
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
脇
堂
供
僧
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
弘
安
八
年
（
一
一
一
八
五
）
三
月
の
座
不
冷
本
地
供
養
の

時
に
は
、
脇
堂
供
僧
三
十
人
の
内
、
良
暁
・
政
円
・
慈
慶
・
慶
弁
・

泰
弁
の
五
人
が
、
二
十
五
坊
供
僧
以
外
か
ら
補
任
さ
れ
た
。
さ
ら
に

嘉
元
元
年
（
一
一
一
一
○
一
一
一
）
の
五
部
大
乗
経
の
時
に
は
、
弘
安
八
年
時

の
補
任
に
漏
れ
た
頼
、
（
頼
球
か
）
・
禅
慶
・
頼
舜
・
宗
俊
・
弁
秀

の
五
人
が
二
十
五
坊
以
外
の
供
僧
と
し
て
、
脇
堂
供
僧
に
補
任
さ
れ

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

（
ｕ
）

た
。こ
の
よ
う
に
、
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
は
、
頼
朝
が
供
僧
職
を
与

え
て
招
請
す
る
と
い
う
形
で
置
か
れ
始
め
た
。
そ
の
最
初
の
供
僧

が
、
治
承
四
年
十
一
月
十
三
日
に
供
僧
職
を
賜
わ
っ
た
重
桁
で
あ

り
、
勝
円
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
供
僧
は
増
や
さ
れ
、
建
久
二
、
一
一
一
年

頃
に
は
二
十
五
人
の
供
僧
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
十
五
坊

供
僧
は
、
養
和
元
年
十
月
十
六
日
に
行
勇
が
慈
月
坊
の
初
代
供
僧
に

補
任
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
建
保
五
年
七
月
二
十
日
に
円
信
が
座

心
坊
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
で
成
立
し
た
。
こ
の
際
、
二
十
五
坊
へ
の

補
任
に
は
供
僧
職
後
の
正
式
な
補
任
が
必
要
で
あ
っ
た
。
頼
朝
よ
り

招
請
さ
れ
た
供
僧
は
、
定
兼
を
除
い
て
二
十
五
坊
供
僧
に
正
式
に
補

任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
八
幡
宮
に
は
、
二
十
五
坊
供
僧
の
他
に

脇
堂
供
僧
十
一
口
が
、
承
元
二
年
頃
か
ら
置
か
れ
始
め
、
弘
安
六
年

ま
で
に
成
立
し
た
。
脇
堂
供
僧
は
、
当
初
は
二
十
五
坊
供
僧
の
兼
帯

で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
二
十
五
坊
供
僧
以
外
か
ら
も
補
任
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
弘
安
八
年
一
一
一
月
、
及
び
嘉
元
元
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
五
人

が
二
十
五
坊
供
僧
以
外
か
ら
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

供
僧
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
次
の
三
つ
の
補
任
状
に
よ
っ

て
そ
の
任
務
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
供
僧
の
役
割

五
五
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法
政
史
学
第
四
十
五
号

（
胆
）

〔
補
任
状
ａ
〕
源
頼
朝
補
任
状
案

御
判
鵬
欣
朔
鰄
最
初

鶴
岳
八
幡
官
寺
供
僧
職
事

権
律
師
良
喜

右
人
為
彼
職
一
口
、
宜
令
致
天
下
安
全
御
祈
祷
之
状
如
件
、
以

補
、

建
久
三
年
七
月
什
日

北
条
殿

此
押
紙
也

前
遠
江
守
時
政
与
申
之

（
端
裏
）

恐
々
護
一
一
一
口

十
一
月
什
五

清
原
（
花
押
）

刑
部
阿
闇
梨
御
一
房

（
肥
）

〔
補
任
状
ｂ
〕
別
当
幟
補
任
状

鶴
岡
八
幡
宮
寺
政
所

補
任
供
僧
職
縦
嬉
瀧
師
事
、

権
律
師
良
伝

右
人
為
彼
職
、
宜
令
勤
行
恒
例
不
退
御
祈
祷
之
状
如
件
、
以

補

建
保
三
年
十
一
月
六
日

別
当
権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
（
花
押
）

〔補任状ｃ〕別当蝿補任柵）
鶴
岳
八
幡
宮
寺

補
任
供
僧
職
事

幸
猷
阿
闇
梨

右
、
任
良
伝
律
師
譲
旨
、
宜
相
従
社
役
之
状
如
件
、

建
長
元
年
六
月
十
九
日

別
当
法
印
権
大
僧
都
（
花
押
）

補
任
状
ａ
は
、
良
喜
が
頼
朝
よ
り
頓
学
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
時

の
も
の
で
あ
る
が
、
頼
朝
は
こ
の
補
任
に
あ
た
っ
て
、
良
喜
に
天
下

安
全
の
祈
祷
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
補
任
状
ｂ
は
、
良
喜
が
二
代
別

当
定
暁
に
よ
り
、
良
喜
の
後
二
代
頓
学
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
時
の

も
の
で
、
良
伝
は
定
暁
よ
り
恒
例
の
祈
祷
を
勤
行
す
べ
き
こ
と
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
補
任
状
ｃ
は
、
幸
猷
が
九
代
別
当
隆
弁
に

よ
り
、
良
伝
の
後
継
と
し
て
三
代
頓
学
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
時
の

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
補
任
で
幸
猷
は
、
隆
弁
よ
り
社
役
に
従
う
べ

き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
下
安
全
な
ど
恒
例

の
祈
祷
を
行
い
、
社
役
に
従
う
こ
と
が
供
僧
の
任
務
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
任
務
の
ほ
と
ん
ど
を
担
っ
た
の
が
二
十
五
坊

供
僧
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
供
僧
次
第
』
の

最
初
の
項
に
、

五
六
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二十五坊経衆一覧表３

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

衆 坊名 衆経 経坊名

番
番
番
７
番
番

１
１
２
１
２

衆
衆

衆

》》〃〃〃音 供観

聖
三

聖

番
番
番
番
番
番
番
７
番
‐
番
番
〃

２
２
２
１
２
１
２
１
２
１

衆
衆
衆
衆
衆
衆

衆

辮》辮檸群》〃〃〃〃〃音〃 供観

聖
一
一
一
聖
三
聖
一
一
一

聖

智覚坊

円乗坊

永厳坊

実円坊

宝蔵坊

南蔵坊

慈月坊

蓮華坊

寂静坊

花光坊

真智坊

乗蓮坊

法華経衆

〃

〃

善松坊

林東坊

仏乗坊

安楽坊

座心坊

千南坊

文恵坊

頓学坊

密乗坊

静慮坊

南禅坊

永乗坊

悉覚坊

最勝王経衆

〃

ノノ

ノノ

ノノ

大般若経衆

〃

〃

〃

ノノ

ノノ

諸経衆
（注２）

供養法衆

ノ（

'ノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

１番

〃

〃

’

三部法華経衆２番

聖観音供衆２番
（注ｌ）

法華経衆

(注２）慈月坊は元最勝王経衆。(注１）悉覚坊は元大般若経衆。

鶴
岡
八
幡
宮
寺
供
僧
二
十
五
口

最
勝
王
経
衆
六
人
大
般
若
経
衆
六
人

法
華
経
衆
六
人
供
養
法
衆
六
人

諸
経
衆
一
人

承
親
禅
慶
昭
弁
一
房
誓
公
尊
覚
祐
景
弁
泰
厳

頼
賀
猷
暁
成
弁
兼
祐
成
誉
頼
証
貞
弁
隆
心

兼
尊
教
順
慈
慶
弁
範
頼
淳
頼
源
円
重
覚
珍

良
尋右
実
名
者
私
一
一
書
之
ナ
リ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
景
勝
主
経
・
大
般
若
経
・
法
華
経
・
供
養
法
・
諸

経
を
勤
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
任
務
を
、
さ
ら
に
『
供
僧
次

第
』
の
各
坊
の
記
載
に
基
づ
い
て
整
理
し
た
の
が
表
３
で
あ
る
（
な

お
、
経
衆
の
成
立
に
つ
い
て
は
後
に
記
す
）
。
表
３
を
見
る
と
、
善

松
坊
が
最
勝
主
経
衆
と
聖
観
音
経
衆
二
番
、
密
乗
坊
が
大
般
若
経
衆

と
三
部
法
華
経
衆
一
番
と
い
う
よ
う
に
、
各
坊
に
よ
っ
て
任
務
が
決

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
任
務
は
、
最
勝
壬
経
・

大
般
若
経
・
法
華
経
・
供
養
法
・
諸
経
が
八
幡
宮
若
宮
に
お
い
て
、

聖
観
音
供
・
三
部
法
華
経
が
上
官
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
日
欠
か

（
肥
）

さ
ず
勤
行
さ
れ
る
も
の
で
、
二
十
五
坊
供
僧
の
最
も
重
要
な
任
務
で

あ
り
、
ま
さ
に
補
任
状
ｂ
の
「
勤
行
恒
例
不
退
御
祈
祷
」
に
あ
た
る

も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
諸
経
に
は
、
金
剛
経
・
仁
王
経
・
薬
師
経
。

五
七
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（
四
）

観
宰
日
経
・
寿
命
経
が
あ
っ
た
。

『
社
務
職
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
八
幡
宮
に
お
い
て
初
め
て
大
般
若

経
が
勤
行
さ
れ
た
の
は
、
治
承
四
年
（
二
八
○
）
十
月
十
六
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
最
勝
王
経
・
法
華
経
・
諸
経
の
勤
行
は
同

年
十
一
一
月
十
六
日
で
あ
り
、
供
養
法
は
寿
永
元
年
（
二
八
一
一
）
一

月
八
日
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
聖
観
音
経
・
’
一
｜
部
法
華
経
が
初
め
て

勤
行
さ
れ
た
の
は
、
建
久
一
一
一
年
（
二
九
二
）
九
月
四
日
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
「
此
等
長
日
御
勤
等
供
僧
奉
仕
」
と
あ
る
よ
う
に
、
供

僧
が
こ
れ
ら
の
勤
行
に
奉
仕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
幡

宮
に
初
め
て
供
僧
が
置
か
れ
た
の
は
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
治
承

四
年
十
一
月
三
日
の
重
桁
及
び
勝
円
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
十

月
十
六
日
の
勤
行
の
際
は
ま
だ
八
幡
宮
の
供
僧
が
お
ら
ず
、
奉
仕
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
『
社
務
職
次
第
』
円
暁
の
項
に
は
、

「
元
暦
一
一
年
乙
巳
一
一
月
十
一
一
一
日
丁
卯
、
為
一
一
平
家
追
討
御
祈
祷
『
於
二

鶴
岡
宝
前
一
召
。
豪
鎌
倉
中
僧
徒
『
大
般
若
経
三
十
部
一
日
転
読
之
」

と
、
元
暦
一
一
年
（
一
一
八
五
）
一
一
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
平
家
追
討

の
た
め
の
大
般
若
経
転
読
に
、
鎌
倉
中
の
僧
徒
を
集
め
た
こ
と
が
書

か
れ
て
あ
る
が
、
治
承
四
年
十
月
十
六
日
の
大
般
若
経
勤
行
の
際

も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
鎌
倉
中
か
ら
僧
徒
を
募
る
な
ど
し
て
奉
仕

さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
二
月
十
六
日
の
勤
行
の
時
に
は
、
重
桁
・

勝
円
・
良
喜
・
定
兼
・
尊
念
・
仲
円
・
良
成
が
既
に
供
僧
職
を
賜
わ

法
政
史
学
第
四
十
五
号

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
奉
仕
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
供
養

法
の
時
に
は
円
信
が
加
わ
り
、
建
久
三
年
九
月
四
日
の
聖
観
音
経
・

三
部
法
華
経
勤
行
時
に
至
っ
て
は
、
一
一
十
五
人
の
八
幡
宮
供
僧
が
奉

仕
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
経
衆
の
初
見
は
、
『
吾
妻
鏡
』
養
和
元
年
（
一
一
八

一
）
十
月
六
日
条
に
、

六
日
己
酉
、
以
二
走
湯
山
住
侶
禅
容
一
補
一
一
鶴
岳
供
僧
井
大
般
若

経
衆
『
給
二
免
田
二
町
醗
鏑
岳
御
下
文
一
一
願
、
又
以
二
玄
信
大
法
師
『

被
し
加
二
同
職
『
於
二
最
勝
講
衆
一
考
、
可
し
従
二
長
日
役
一
之
旨
被
し

仰
一
杼

と
あ
る
よ
う
に
、
養
和
元
年
十
月
六
日
で
あ
り
、
禅
書
が
大
般
若
経

衆
、
玄
信
が
最
勝
経
衆
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
う
い
っ
た

経
衆
に
関
す
る
記
事
は
見
当
ら
な
い
た
め
、
表
３
に
示
し
た
二
十
五

坊
供
僧
の
経
衆
が
い
つ
確
立
し
た
か
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
養
和
元
年
十
月
六
日

に
禅
容
と
玄
信
が
経
衆
に
補
さ
れ
て
以
来
、
八
幡
宮
の
供
僧
が
増
え

る
に
伴
っ
て
そ
れ
に
補
さ
れ
る
供
僧
も
増
や
さ
れ
、
二
十
五
坊
供
僧

が
成
立
す
る
建
保
五
年
頃
に
は
、
大
般
若
経
衆
や
最
勝
王
経
衆
以
外

の
経
衆
に
も
供
僧
が
補
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
も
漸
次
増
や
さ
れ
、
十
四
世
紀
初
頭
頃
に
な
っ
て
漸
く
表
３

の
二
十
五
坊
供
僧
の
経
衆
が
確
立
し
た
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

五
八
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そ
の
時
の
供
僧
が
、
先
に
示
し
た
『
供
僧
次
第
』
最
初
の
項
の
二
十

五
人
で
あ
る
。
「
右
実
名
者
私
二
書
之
ナ
リ
」
と
あ
る
の
は
、
恐
ら

く
二
十
五
坊
に
お
け
る
経
衆
の
確
立
を
表
す
た
め
に
実
名
を
記
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
二
十
五
坊
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、

承
親
ｌ
林
東
坊
六
代
供
僧

禅
慶
ｌ
仏
乗
坊
七
代
供
僧

昭
弁
１
座
心
坊
十
四
代
供
僧

房
誓
’
千
南
坊
六
代
供
僧

公
尊
ｌ
善
松
坊
六
代
供
僧

覚
祐
Ｉ
安
楽
坊
七
代
供
僧

景
弁
ｌ
静
慮
坊
四
代
供
僧

泰
厳
ｌ
永
乗
坊
八
代
供
僧

頼
賀
ｌ
密
乗
坊
九
代
供
僧

猷
暁
Ｉ
頓
学
坊
五
代
供
僧

成
弁
ｌ
南
禅
坊
四
代
供
僧

兼
祐
ｌ
文
恵
坊
六
代
供
僧

成
誉
１
円
乗
坊
六
代
供
僧

頼
証
ｌ
宝
蔵
坊
四
代
供
僧

貞
弁
ｌ
智
覚
坊
五
代
供
僧

隆
心
Ｉ
実
円
坊
十
一
代
供
僧

兼
尊
Ｉ
永
厳
坊
十
三
代
供
僧

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

教
順
ｌ
悉
覚
坊
六
代
供
僧

慈
慶
ｌ
花
光
坊
五
代
供
僧

弁
範
１
乗
蓮
坊
十
一
代
供
僧

賢
淳
ｌ
寂
静
坊
四
代
供
僧

頼
源
ｌ
真
智
坊
九
代
供
僧

円
重
ｌ
蓮
華
坊
五
代
供
僧

覚
珍
ｌ
慈
月
坊
六
代
供
僧

良
尋
ｌ
南
蔵
坊
五
代
供
僧

と
な
る
。
坊
に
よ
っ
て
四
代
か
ら
十
四
代
ま
で
代
の
差
は
あ
る
が
、

承
親
か
ら
覚
祐
ま
で
の
六
人
が
最
勝
王
経
衆
で
あ
り
、
景
弁
か
ら
兼

祐
ま
で
の
六
人
が
大
般
若
経
衆
で
あ
る
。
さ
ら
に
成
誉
か
ら
教
順
ま

で
の
六
人
が
法
華
経
衆
、
慈
慶
か
ら
覚
珍
ま
で
の
六
人
が
供
養
法
衆

で
あ
り
、
最
後
の
良
尋
が
諸
経
衆
で
あ
る
。
こ
う
し
て
経
衆
が
成
立

し
、
以
降
二
十
五
坊
の
経
衆
は
、
代
々
各
坊
の
供
僧
に
よ
っ
て
受
け

継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
二
十
五
坊
供
僧
は
表
３
に
示
し
た
任
務
の
他
に
、
座
不
冷

本
地
供
養
や
八
幡
宮
廻
御
影
な
ど
が
あ
っ
た
。
座
不
冷
本
地
供
養

は
、
九
代
執
権
北
条
定
時
の
御
願
に
よ
り
、
弘
安
八
年
（
一
二
八

五
）
三
月
十
七
日
始
行
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
十
代
別
当
頼
助
が
開

（
ｍ
）

白
し
、
供
僧
が
こ
れ
に
奉
仕
し
た
。
八
幡
官
廻
御
影
は
、
八
幡
宮
の

（
皿
）

御
影
を
一
か
月
交
替
で
各
坊
に
安
置
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

五
九
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さ
ら
に
二
十
五
坊
供
僧
は
、
以
上
の
任
務
の
他
に
御
殿
司
職
・
執
行

職
・
執
事
職
・
学
頭
職
な
ど
の
職
を
兼
帯
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
皿
）

御
殿
司
職
は
、
『
八
幡
宮
御
殿
司
職
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
建
久
二

年
（
一
一
九
一
）
二
月
一
一
一
日
に
蓮
華
坊
の
勝
円
が
補
任
さ
れ
た
こ
と

に
始
ま
る
。
ま
た
「
御
殿
司
者
、
自
二
最
初
一
以
二
孔
子
一
被
し
補
間
、
別

当
進
止
職
申
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
別
当
に
よ
る
進
止
の
職
で
は
あ

っ
た
が
、
実
際
は
最
初
か
ら
く
じ
引
き
で
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
た
だ
、
十
九
代
頼
俊
か
ら
は
「
非
二
孔
子
こ
と
な
り
、
こ
れ
は

慶
賢
ま
で
続
い
た
。
御
殿
司
の
任
務
は
、
同
史
料
初
代
勝
円
の
項
に

あ
る
よ
う
に
、
遷
宮
の
時
に
御
神
体
を
担
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
の
任
務
は
難
儀
を
来
し
た
た
め
、
嘉
禄
二
年
（
一
一
三
六
）
十

月
二
十
一
日
の
遷
宮
の
時
に
盛
慶
が
く
じ
に
よ
り
補
任
ざ
れ
二
人
と

な
っ
た
。

（
幻
）

執
行
職
は
、
『
当
社
執
行
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
連
久
一
二
年
（
一
一

九
二
）
十
二
月
に
花
光
坊
の
尊
念
が
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
置
か

れ
始
め
た
。
そ
し
て
「
執
行
職
老
木
者
外
様
職
也
、
近
代
子
細
在
之
、

為
二
別
当
進
止
職
「
外
様
進
止
中
江
被
し
仰
者
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

本
来
は
外
様
供
僧
の
職
で
あ
っ
た
。
外
様
供
僧
と
は
、
将
軍
よ
り
直

接
補
任
さ
れ
る
供
僧
の
こ
と
で
あ
り
、
別
当
進
止
の
供
僧
よ
り
格
が

上
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
五
代
成
弁
は
将
軍
の
仰
せ
に
よ
り
別
当
隆

弁
の
進
止
と
な
り
、
以
降
は
す
べ
て
別
当
に
よ
る
進
止
と
な
っ
た
。

法
政
史
学
第
四
十
五
号

執
行
職
の
任
務
は
、
『
供
僧
次
第
」
頓
学
坊
猷
暁
の
項
に
、
「
此
執
行

代
、
正
和
四
年
肌
二
月
六
日
、
就
御
影
廻
次
第
供
僧
中
、
未
来
繭
次

被
申
定
辱
時
社
務
南
瀧
院
道
珍
御
代
也
、
是
於
今
本
繭
次
也
」
と

あ
り
、
ま
た
『
当
社
執
行
次
第
』
倫
球
の
項
に
は
「
応
永
一
一
七
以
二

八
幡
古
御
装
束
一
法
会
袈
裟
三
十
帖
被
二
縫
調
一
之
云
々
」
と
あ
り
、

さ
ら
に
珍
誉
の
項
に
は
「
座
不
冷
仏
具
等
申
沙
汰
之
、
応
永
什
一
三

五
始
置
之
、
自
二
惣
奉
行
方
一
調
進
、
応
永
サ
ニ
ー
月
下
官
経
所
机
附

一
前
申
沙
汰
之
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
幡
宮
廻
御
影
の
順
番
を
決

め
た
り
、
法
会
の
際
の
装
束
や
袈
裟
を
調
達
し
た
り
、
仏
具
や
経
所

の
机
の
調
達
な
ど
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
『
脇
堂
供
僧
次
第
』
に
、

貞
和
観
応
年
中
ヨ
リ
、
執
行
之
補
任
被
成
者
也
、
是
上
堂
社
之

供
僧
中
之
勤
行
無
沙
汰
方
二
可
被
催
促
相
触
役
者
也
、
一
月

二
度
社
頭
壇
所
々
々
可
有
巡
検
執
行
役
也
、
什
五
供
僧
領
本
様

之
月
行
事
、
可
致
成
敗
所
也
、
是
偏
仁
旧
被
破
一
ヶ
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
貞
和
・
観
応
年
間
頃
か
ら
勤
行
を
怠
っ
て
い
る
供

僧
に
対
し
て
催
促
を
行
い
、
月
に
二
度
社
頭
や
壇
所
を
巡
検
す
る
こ

と
が
任
務
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
本
来
月
行
事
の
任
務
で
あ
り
、
旧

例
を
破
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

執
事
職
は
、
『
社
家
執
事
職
次
第
』
に
、
「
自
二
頼
仲
社
務
一
以
来
、

進
止
供
僧
勤
之
也
、
以
前
者
社
務
坊
官
職
也
、
然
間
供
僧
出
世
者
不
し

（
型
）

越
之
者
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
進
止
の
供
僧
が
勤
め
る
職
で
あ
っ

六
○
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た
。
し
か
し
建
武
三
年
（
一
一
一
一
一
一
一
六
）
六
月
二
十
一
一
一
日
に
別
当
頼
仲

に
よ
っ
て
補
さ
れ
た
初
代
教
玄
は
、
二
十
五
坊
供
僧
で
は
な
か
っ

た
。
進
止
供
僧
の
職
と
な
っ
た
の
は
、
二
代
頓
智
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
具
体
的
な
任
務
は
不
詳
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
別
当
の
執
事
と

し
て
の
勤
め
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

学
頭
職
は
、
頓
学
坊
の
良
喜
が
建
仁
元
年
（
一
二
○
一
）
八
月
十

八
日
に
、
二
代
別
当
尊
暁
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
任

務
は
、
『
当
社
学
頭
職
次
第
」
に
「
御
八
講
事
、
右
大
臣
家
御
代
建

仁
元
霜
月
祭
被
〆
成
二
御
八
講
一
云
々
、
千
時
別
当
尊
暁
御
代
、
学
頭
職

（
妬
）

者
、
初
ヨ
リ
別
当
被
し
補
間
進
止
職
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
識

を
為
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
講
と
は
、
『
仏
教
大
辞
典
』
に
、
「
講

演
の
意
、
即
ち
集
会
の
席
上
に
於
て
経
論
等
を
講
演
論
議
す
る
と
云

（
妬
）

ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
事
に
関
す
る
集
〈
云
で
、
経
論
を
講
読
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
法
華
八
軸
と
譜
諭
す
る
を
法
華
八

識
、
景
勝
王
経
を
識
諭
す
ろ
を
最
勝
講
、
仁
王
般
若
を
識
諭
す
ろ
を

仁
王
講
、
（
略
）
と
称
す
る
が
如
き
是
れ
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

八
識
と
は
法
華
八
識
を
指
す
も
の
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
『
法

華
経
』
八
巻
を
毎
日
朝
夜
二
巻
ず
つ
合
わ
せ
て
四
日
間
に
わ
た
り
講

読
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
社
務
職
次
第
』
尊
暁
の
条
に
、

「
建
仁
元
年
辛
酉
十
一
月
、
於
一
一
上
下
官
一
法
花
最
勝
御
八
講
始
行
、

毎
年
或
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
同
三
年
七
月
什
七
・
八
、
於
二
上
官
一

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

法
花
八
講
。
什
九
、
晦
、
於
二
下
官
一
最
勝
御
八
講
、
依
二
怪
異
一
被
し

行
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
幡
宮
に
お
い
て
は
、
最
勝
壬
経
講
読
も

八
講
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

う
い
っ
た
八
識
を
為
す
こ
と
が
学
頭
職
の
任
務
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

学
頭
職
は
、
初
め
は
二
十
五
坊
供
僧
か
ら
補
任
さ
れ
て
い
た
が
、
五

代
光
全
か
ら
は
「
供
僧
無
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
十
五
坊
供
僧
以

外
か
ら
補
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

次
に
、
脇
堂
供
僧
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
当
初
は
二

十
五
坊
供
僧
兼
帯
で
あ
っ
た
が
、
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
座
不

冷
本
地
供
養
の
時
に
は
、
良
暁
・
政
円
・
慈
慶
・
慶
弁
・
泰
弁
の
五

人
が
座
不
冷
衆
と
し
て
、
嘉
元
元
年
（
一
一
一
一
○
一
一
一
）
の
五
部
大
乗
経

の
時
に
は
、
頬
上
（
頼
琉
か
）
・
禅
慶
・
頼
舜
・
宗
俊
・
弁
秀
の
五

人
が
大
乗
経
衆
と
し
て
一
一
十
五
坊
供
僧
以
外
か
ら
補
任
さ
れ
、
三
十

人
と
な
っ
た
。
こ
の
脇
堂
供
僧
の
任
務
は
、
『
脇
堂
供
僧
次
第
』
に
、

脇
堂
供
僧
十
人
、
二
季
法
会
五
人
宛
、
隔
年
出
仕
事
、
甲
歳
者

大
乗
経
衆
五
人
、
乙
歳
者
座
不
冷
衆
五
人
、
白
往
古
出
仕
之

処
、
近
年
千
体
堂
供
僧
一
人
与
炎
魔
天
ノ
供
僧
相
交
出
仕
之

間
、
人
々
皆
成
不
審
之
処
、
当
年
打
等
覚
院
法
印
両
人
、
共
以

依
被
相
計
、
大
乗
経
衆
一
所
、
又
座
不
冷
五
人
一
所
有
出
仕

事
、
尤
以
可
然
欲
之
間
、
当
年
千
体
堂
供
僧
淳
誉
僧
都
雄
無
当

所
放
生
会
出
仕
在
之
、
然
間
炎
魔
天
供
僧
玄
快
阿
闇
梨
、
雌
為
乙

一ハ一
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年
人
数
、
甲
歳
可
有
出
仕
由
所
申
談
也
、
於
向
後
者
甲
歳
〈
加

往
古
大
乗
経
五
人
可
有
出
仕
、
又
乙
歳
座
不
冷
衆
五
人
可
有
出

仕
之
旨
定
畢
、
価
為
後
日
記
之
、
応
永
附
四
年
紺
可
脂
日
、

と
あ
る
よ
う
に
、
年
一
一
回
の
法
会
の
時
、
大
乗
経
衆
五
人
、
座
不
冷

衆
五
人
と
い
う
よ
う
に
、
三
十
人
の
脇
堂
供
僧
の
内
、
そ
れ
ぞ
れ
五

人
ず
つ
が
隔
年
出
仕
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
八
幡
宮
に
は
両
界
壇
所
供
僧
二
口
が
置
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
八
幡
宮
に
お
け
る
両
界
曼
陀
羅
や
一
切
経
の
供
養
を
勤
め

と
す
る
も
の
で
、
足
利
義
兼
と
御
台
所
（
北
条
時
政
女
）
が
、
天
下

安
全
と
足
利
家
累
代
の
繁
栄
を
祈
願
す
る
た
め
、
建
久
五
年
（
二

九
四
）
十
一
月
二
日
に
、
一
切
経
と
両
界
曼
陀
羅
を
書
き
上
げ
、
同

十
三
日
に
別
当
円
暁
が
導
師
と
し
て
供
養
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ

の
祈
願
の
後
、
八
幡
宮
東
門
脇
に
両
界
壇
所
（
一
切
経
は
両
界
壇
所

の
傍
ら
）
が
置
か
れ
、
供
僧
職
二
口
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
最
初
の
供
僧
職
に
、
一
口
に
は
南
蔵
坊
供
僧
の
良
成
、
他
の
一
口

（
幻
）

に
は
蓮
華
坊
供
僧
の
勝
円
が
補
任
さ
れ
た
。
こ
の
両
界
壇
所
供
僧
も

や
は
り
二
十
五
坊
供
僧
の
兼
帯
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
供
僧
の
役
割
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
任
務
を
通

し
て
ゑ
て
き
た
が
、
脇
堂
供
僧
と
学
頭
職
以
外
は
す
べ
て
二
十
五
坊

供
僧
の
兼
帯
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
十
五
坊
供
僧
が
、
本

来
の
任
務
の
他
に
い
か
に
多
く
の
任
務
を
担
っ
て
い
た
か
を
知
る
こ

法
政
史
学
第
四
十
五
号

以
上
、
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
が
、
以
下
、
簡
単
に
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
。

頼
朝
は
八
幡
宮
創
建
に
あ
た
り
、
供
僧
を
「
当
時
鎌
倉
中
無
二
可
ソ

然
碩
徳
こ
と
い
う
理
由
で
、
京
都
及
び
鎌
倉
以
外
の
地
よ
り
招
請

し
た
。
こ
の
時
供
僧
に
与
え
た
の
が
供
僧
職
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
供

僧
職
は
、
八
幡
宮
供
僧
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
八
幡
宮
供
僧
は
漸
次
増
や
さ
れ
、
建
久
一
一
、
三
年
頃
に
は
一
一

十
五
人
の
供
僧
が
奉
仕
す
る
に
至
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
供
僧
聯
を

賜
わ
っ
た
後
、
改
め
て
二
十
五
坊
供
僧
と
し
て
補
任
さ
れ
、
建
保
五

年
ま
で
に
二
十
五
坊
が
成
立
し
た
。
但
し
二
十
五
坊
供
僧
の
補
任
者

に
関
し
て
は
、
治
承
四
年
ま
で
は
頼
朝
の
「
直
御
判
」
に
よ
る
補
任

で
あ
り
、
補
任
者
は
頼
朝
で
あ
っ
た
が
、
治
承
五
年
か
ら
は
別
当
の

円
暁
に
よ
っ
て
も
補
任
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
建
久

八
年
十
一
月
一
日
に
至
り
、
当
代
の
別
当
が
補
任
す
る
こ
と
が
定
め

と
が
で
き
る
。
ま
さ
し
く
二
十
五
坊
供
僧
は
、
八
幡
宮
の
運
営
に
お

い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
御
殿
司
職
・
執

行
職
・
執
事
職
に
お
い
て
辞
退
者
が
多
い
の
は
、
く
じ
引
き
に
よ
る

補
任
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
二
十
五
坊
供
僧
の
任

務
の
繁
多
さ
に
よ
る
屯
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

一ハーー
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ら
れ
、
以
降
は
別
当
が
補
任
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
十
五
坊
供
僧
の
任
務
は
、
基
本
的
に
は
「
毎
日
不
退
」
に
行
わ

れ
る
、
若
宮
で
の
最
勝
王
経
・
大
般
若
経
・
法
華
経
・
供
養
法
・
諸

経
や
、
上
宮
で
の
聖
観
音
経
・
三
部
法
華
経
の
勤
行
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
任
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
坊
ご
と
に
分
担
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

を
経
衆
と
い
っ
た
。
経
衆
に
関
し
て
は
、
史
料
的
な
制
約
に
よ
り
明

確
に
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
禅
容
・
玄
信
を
初
見
と
し
て
、
十
四
世

紀
初
期
に
は
成
立
を
ふ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
二
十
五
坊
供
僧
は

以
上
の
よ
う
な
本
来
の
任
務
以
外
に
、
座
不
冷
本
地
供
養
や
八
幡
宮

御
影
の
任
務
、
御
殿
司
職
・
執
行
職
・
執
事
職
な
ど
の
職
、
さ
ら
に

は
足
利
義
兼
と
御
台
所
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
両
界
壇
所
供
僧
を
も
兼

帯
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
十
五
坊
供
僧
は
本
来
の

任
務
以
外
に
数
多
く
の
任
務
を
担
っ
て
お
り
、
御
殿
司
職
・
執
行
職

・
執
事
職
に
お
い
て
の
辞
退
者
が
物
語
る
よ
う
に
、
そ
の
任
務
は
繁

多
を
極
め
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
二
十
五
坊
供
僧
の
他
に
置
か
れ
た
脇
堂
供
僧
十
一
口
は
、

承
元
二
年
頃
か
ら
置
か
れ
始
め
、
弘
安
六
年
ま
で
に
成
立
し
た
。
脇

堂
供
僧
の
任
務
は
、
年
二
回
の
法
会
の
際
、
大
乗
経
と
座
不
冷
本
地

供
養
を
そ
れ
ぞ
れ
五
人
ず
つ
隔
年
で
出
仕
し
て
、
勤
行
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
脇
堂
供
僧
は
、
当
初
は
二
十
五
坊
供
僧
の
兼
帯
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
弘
安
八
年
の
座
不
冷
本
地
供
養
の
時
に
五
人
、
ざ

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

ら
に
嘉
元
元
年
の
五
部
大
乗
経
の
時
に
五
人
、
一
一
十
五
坊
供
僧
以
外

か
ら
補
任
ざ
れ
三
十
人
と
な
り
、
内
十
人
は
二
十
五
坊
以
外
の
供
僧

で
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
弘
安
八
年
ま
で
は
二
十
五
坊
供
僧
が
兼
帯
し
て

い
た
わ
け
で
あ
り
、
嘉
元
元
年
の
時
点
で
、
十
人
が
一
一
十
五
坊
供
僧

以
外
の
供
僧
と
な
っ
た
に
し
て
も
、
残
り
の
二
十
人
は
や
は
り
二
十

五
坊
供
僧
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

二
十
五
坊
供
僧
は
、
八
幡
宮
に
お
げ
る
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

註（
１
）
（
２
）
『
吾
妻
鏡
』
（
以
下
『
鏡
』
と
略
す
）
治
承
四
年
十
月
十
二

日
条
。

（
３
）
『
鏡
』
建
久
二
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。

（
４
）
『
弘
安
四
年
鶴
岡
八
幡
遷
宮
記
』
（
『
神
道
大
系
』
神
社
編
・
鶴
岡

所
収
）
に
、

次
任
一
一
先
例
「
祠
官
等
賜
二
装
束
料
一

御
殿
預
二
人
名
十
六
賃
、
供
僧
廿
四
人
弐
百
貫
文

小
別
当
十
八
賃
、

神
主
什
賃
、

小
宮
神
主
二
人
各
十
三
賞
、

宜
命
使
二
人
名
十
五
貫
、

三
綱
五
人
名
七
賃
、

一ハ一一一
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巫
女
一
巫
女
什
貫
、
二
巫
女
十
八
賃
、
三
巫
女
以
下
十
四
人

名
十
五
賞
、

職
掌
八
人
名
五
賞
、

宮
人
十
五
人
名
三
賞
、

承
仕
六
人
各
一
一
賞
、

預
一
人
二
賞
、

内
膳
師
四
人
各
一
貫
、

大
炊
一
人
五
百
、

下
部
六
人
各
一
貫
、

陪
従
十
三
人
拾
五
貢
、

人
長
一
人
七
貢
、

以
下
建
長
御
修
理
時
例
也
、
嘉
禄
時
者
、
各
被
二
調
下
一
畢
、
別
紙

と
あ
り
、
弘
安
四
年
に
は
、
別
当
の
他
に
以
上
の
よ
う
な
人
々
が
祠

官
等
と
し
て
、
八
幡
宮
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
５
）
新
一
訂
『
官
職
要
解
』
和
田
英
松
編
（
講
談
社
学
術
文
庫
所
収
）
三

八
二
頁
。

（
６
）
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
八
補
任
部
Ｖ
及
び
第
三
十
四
輯
八
拾

遺
部
Ｖ
所
収
。

（
７
）
『
鏡
』
寿
永
元
年
九
月
二
十
日
条
、
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次

第
』
（
『
神
道
大
系
１
神
社
編
・
鶴
岡
所
収
）
円
暁
条
。

（
８
）
良
喜
に
つ
い
て
は
、
『
供
僧
次
第
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下

八
補
任
部
Ｖ
所
収
）
頓
学
坊
良
喜
条
、
尊
念
に
つ
い
て
は
、
花
光
坊

尊
念
条
、
仲
円
に
つ
い
て
は
、
悉
覚
坊
仲
円
条
、
良
成
に
つ
い
て

は
、
『
鶴
岡
両
界
壇
供
僧
次
第
』
『
続
群
書
類
従
」
第
四
輯
下
八
補

法
政
史
学
第
四
十
五
号

任
部
Ｖ
所
収
）
良
成
条
、
円
信
に
つ
い
て
は
、
『
供
僧
次
第
』
『
続

群
書
類
従
』
第
三
十
四
輯
八
拾
遺
部
Ｖ
所
収
）
座
心
坊
円
信
条
。

（
９
）
定
兼
に
つ
い
て
は
、
『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
（
『
大
日
本
仏
教
全

書
』
第
一
一
一
二
冊
所
収
）
巻
第
七
の
嘉
応
元
年
（
二
六
九
）
正
月

一
日
条
に
、
「
第
什
四
検
校
執
行
法
橋
上
人
位
禅
信
義
明
房
朝
拝
、

宗
賢
之
舎
第
也
、

兄
僧
配
流
之
替
、
執
行
代
定
兼
阿
闇
梨
也
」
と
あ
り
、
定
兼
が
検
校
執
行

法
橋
の
執
行
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
前
年
の
仁
安
一
一
一

年
（
二
六
八
）
五
月
一
一
一
日
条
に
あ
る
よ
う
に
、
本
寺
と
末
院
の
騒

動
で
、
そ
の
時
の
検
校
宗
賢
が
薩
州
に
配
流
に
な
っ
た
た
め
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
安
元
元
年
（
二
七
五
）
四
月
十
七
日
条
に
、

夏
四
月
十
七
日
、
本
寺
末
院
又
瞥
一
一
合
戦
「
本
寺
坊
人
焼
。
逐
末

院
一
過
半
、
是
靜
。
幕
法
威
一
也
、
両
方
達
二
之
天
庁
『
然
本

寺
方
決
。
断
自
悉
之
働
「
佃
賭
一
一
禅
信
於
阿
州
『
執
行
代
定
兼
流
一
一

上
総
一
也
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
兼
は
本
寺
と
の
騒
動
の
罪
に
よ
り
、
上
総
国

に
配
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
後
安
元
二
年
七
月
八
日
条

に
「
前
検
校
禅
信
及
執
行
代
定
兼
道
し
赦
帰
来
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

定
兼
は
そ
の
罪
を
許
さ
れ
、
一
民
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
治

承
四
年
正
月
一
日
、
養
和
元
年
正
月
一
日
に
は
、
執
行
と
し
て
高
野

山
に
朝
拝
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
は
こ
れ
と

矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
『
高
野
春
秋
』
は
信
遍
性
に
欠

け
る
点
で
問
題
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
れ
に
関
し
て
は
一
考
の
余
地
を
要
す
る
が
、
本
稿
で
は
『
吾
妻

鏡
』
に
従
い
、
『
高
野
春
秋
』
に
つ
い
て
は
、
定
兼
の
配
流
の
理
由

六
四
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の
糸
を
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
置
い
た
。

（
、
）
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
（
以
下
『
市
史
』
と
略
す
）
’
’
一
七
九

二
七
九
は
『
市
史
』
の
文
書
番
号
を
示
す
。
以
下
同
様
）
。

（
、
）
表
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
川
上
淳
「
鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧

の
役
割
」
（
『
駒
沢
史
学
』
二
五
号
、
一
九
七
八
年
所
収
）
七
七
頁
を

参
考
に
し
た
。

（
囮
）
こ
の
区
別
を
、
七
人
の
供
僧
に
つ
い
て
『
供
僧
次
第
』
な
ど
か
ら

具
体
的
に
あ
げ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

勝
円
（
蓮
華
坊
）

「
治
承
四
年
霧
十
一
月
十
一
一
一
奉
対
頼
朝
直
契
言
、
補
任
者
文

治
元
亟
十
一
月
十
日
賜
之
。
」

重
桁
（
善
松
坊
）

「
治
承
四
年
萩
十
一
’
十
三
ｌ
供
僧
御
判
賜
補
任
者
、
文
治

一一ｌ正’十九ｌ右丸翻陞依仰別当円暁被補之云々・」
良
喜
（
頓
学
坊
）

「
治
承
四
年
霧
十
一
月
十
五
日
雌
供
僧
職
賜
、
直
補
任
事

者
、
建
久
三
年
荘
七
廿
日
右
大
将
家
給
御
下
文
。
」

尊
念
（
花
光
坊
）

「
治
承
四
年
霧
十
二
月
日
雛
任
供
僧
職
、
賜
補
任
事
者
建
久

十
年
一
一
月
五
円
暁
社
務
補
之
。
」

良
成
（
南
蔵
坊
）

「
雌
任
治
承
四
年
、
供
僧
職
賜
補
任
事
者
、
建
暦
三
年
四
月

十
八
定
暁
社
務
被
補
之
。
」

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
供
僧
の
成
立
と
役
割
（
中
嶋
）

仲
円
（
悉
覚
坊
）

「
治
承
四
年
霧
錐
任
供
僧
職
、
賜
補
任
事
者
、
建
保
二
年
三

月
十
五
Ⅲ
適
職
補
任
・
」

円
信
（
座
心
坊
）

「
養
和
年
中
雛
任
供
僧
職
、
賜
補
任
事
者
、
建
保
五
七
什
定

暁
補
任
。
」

尚
、
勝
円
・
重
荷
・
良
喜
・
尊
念
・
仲
円
に
つ
い
て
は
、
『
供
僧
次

第
』
「
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
八
補
任
部
Ｖ
所
収
）
か
ら
、
良
成

に
つ
い
て
は
、
『
鶴
岡
両
界
壇
供
僧
次
第
』
（
同
所
収
）
か
ら
、
円
信

に
つ
い
て
は
、
「
供
僧
次
第
』
（
『
統
群
書
類
従
』
第
三
十
四
輯
八
拾

遺
部
Ｖ
か
ら
の
記
事
で
あ
る
。

（
⑬
）
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
八
補
任
部
Ｖ
所
収
。

（
ｕ
）
『
脇
堂
供
僧
次
第
』
。

（
嘔
）
『
市
史
』
一
’
二
○
九
。

（
胆
）
『
市
史
』
一
’
二
二
。

（
Ⅳ
）
『
市
史
』
一
’
二
一
四
。

（
旧
）
『
社
務
職
次
第
』
に
、

｜
長
日
勤
行
注
文
、
一
座
不
冷
本
地
供
、
一
正
観
音
供
、
｜
不
動

供
、
｜
本
地
護
摩
、
毎
日
三
座
、
一
五
部
大
乗
経
瀦
曄
嶬
叩
料

塁醐拝郡織鍬『矢一荊般若経邊驍艤辮御願料所一仁王
経
、
一
一
一
一
部
法
花
経
、
以
上
上
官
毎
日
不
退
、

一
本
地
供
養
法
、
｜
最
勝
王
経
、
一
大
般
若
経
、
一
法
花
経
、

一
諸
経
麹
棡
畷
麩
毒
雛
寿
命
経

以
上
若
宮
毎
日
不
退
、

六
五
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〔
付
記
〕本
稿
は
、
一
九
九
二
年
一
月
法
政
大
学
通
信
教
育
課
程
文
学
部
史
学

科
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
の
第
一
章
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿

の
執
筆
に
あ
た
っ
て
御
指
導
頂
い
た
中
野
栄
夫
先
生
、
千
葉
哲
司
氏

に
、
末
筆
な
が
ら
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。

（
旧
）
（
旧
）
に
同
じ
。

（
別
）
『
社
務
職
次
第
』
頓
助
条
。

（
Ⅲ
）
『
八
幡
廻
御
影
縁
起
』
『
神
道
大
系
』
神
社
編
・
鶴
岡
所
収
）
。

（
助
）
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
八
補
任
部
Ｖ
所
収
。

（
班
）
（
犯
）
に
同
じ
。

（
型
）
（
皿
）
に
同
じ
。

（
妬
）
（
皿
）
に
同
じ
。

（
肥
）
望
月
『
仏
教
大
辞
典
』
第
一
巻
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
編
）
。

（
町
）
『
鶴
岡
両
界
壇
供
僧
次
第
」
。

法
政
史
学
第
四
十
五
号

一ハーハ
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